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 諮問事項①  

保育所型認定こども園への移行に伴う八千把幼稚園の廃止認可について 

（学校教育法第 4条第 1項の規定に基づく認可） 

 

１ 施設・設置者の概要 

幼稚園の名称・園長名・所在地・設置認可日・設置者名等は、別表のとおり。 

 

２ 廃止時期 

平成 31年（2019年）4月 1日 

 

３ 廃止事由 

保育所型認定こども園への移行に伴い、幼稚園を廃止する必要があるため。 

 

４ 園児の処置 

保育所型認定こども園の園児となる。 

 

５ 教職員の処置 

保育所型認定こども園の教職員となる。 

 

６ 指導要録等の引継 

保育所型認定こども園に引き継ぐ。 

 

７ 資産の処置方法 

基本財産（園地、園舎等）、運用財産（預金等）及び負債は、保育所型認

定こども園に引き継ぐ。 

 

 

※ 参考  
 

幼稚園 
保育所型 

認定こども園 

幼保連携型 

認定こども園 

設置の根拠 

学校教育法 児童福祉法 

就学前の子どもに

関する教育、保育等

の総合的な提供の

推進に関する法律 

就学前の子ども に

関する教育、保育等

の総合的な提供 の

推進に関する法律 

法的性格 
学校 児童福祉施設 学校かつ児童福祉

施設 

認可権者 
都道府県 都道府県 都道府県・指定都

市・中核市 
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保育所型認定こども園への移行に伴う幼稚園の廃止認可について（学校教育法第４条第１項の規定に基づく認可）

名称 園長名 所在地 設置認可日 法人名 理事長名 ２号 ３号 合計

（幼稚園）

160

（保育所）

90
（幼稚園）

160
（保育所）

59
（保育所）

31
250

合　　計 1幼稚園 1法人 0 105 51 39 195

※１号・・・３歳～５歳（学校教育を希望する園児）

※２号・・・３歳～５歳（保育を必要とする園児）

※３号・・・０歳～２歳（保育を必要とする園児）

保育所型認定こども園
八千把こども園

施設の名称（予定）
市
町
村

施　　　　　設 設　　置　　者
保育所型認定こども園の認可定員

（＝利用定員）
※平成31年（2019年）4月1日現在

の
認可
定員

１号

学校法人八千把学園 鶴丸　裕之

105

八代市 八千把幼稚園 鶴丸　裕之
八代市上野町
1190番地の1

昭和43年12月26日

2

51 39 195

（変更前の定員）

諮
問
事
項
①



諮問事項② 

学校法人八千把学園の解散認可について 

（私立学校法第 50条第 2項の規定に基づく認可） 

  

 

名  称 学校法人八千把学園 理事長名 鶴丸 裕之 

事 務 所 

所 在 地 
八代市上野町 1190番地の 1 

寄附行為 

認 可 日 
昭和 43年 12月 26日 

解散時期 平成 31年（2019年）4月 1日 

解散理由 
社会福祉法人への事業譲渡に伴う理事会及び評議員会の解散決議

による。 

法人の設置 

す る 学 校 
八千把幼稚園 

役  員 理事 6人 監事 2人 

残 余 財 産

の 処 分 

残余財産については、社会福祉法人八千把福祉会と締結する事業

譲渡契約に基づき、一切を社会福祉法人に帰属させる。 

 

※学校法人八千把学園寄附行為第 39条 

「この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合

を除く。）における残余財産は、解散のときにおける理事会におい

て理事総数の 3分の 2以上の議決により選定した学校法人、教育

の事業を行う公益法人又は社会福祉法人に帰属する。」 

資 産 等 

(H31.3.31

見込み) 

 

 

（１）資 産     140,556,650円 

 

 

（２）負 債      30,541,596円 

    

 

（３）残余財産    110,015,054円 
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課程 学科 収容定員

調理科 160名

看護科 200名

看護専攻科 160名

全日制

課程 学科 収容定員

全日制 看護専攻科 160名

課程 学科 収容定員

全日制 看護専攻科 140名

城北高等学校の収容定員に係る学則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項に基づく認可） 

学校名 城北高等学校 校長名 竹原 英治 

所在地 山鹿市志々岐798 設置認可日 昭和43年（1968年）1月12日 

設置者名 学校法人松浦学園 理事長名 中川 德男 

変更時期 2020年4月1日 

変更内容 

変更前（2018年度） 変更後（2020年度） 

第4条 課程、学科、収容定員及び修業年限

は別表のとおりとする。 

別表 

 

 

 

 

 

 

第 36条 専攻科の定員は 160名とし、1学

年80名とする。 

 

第4条 課程、学科、収容定員及び修業年限

は別表のとおりとする。 

別表 

 

 

 

 

 

 

第 36条 専攻科の定員は 120名とし、1学

年60名とする。 

 

付則 

この学則は2020年4月1日より施行する。 

ただし、第4条及び第36条の規定にかか

わらず、2020年度、2021年度、2022年度、

2023年度の定員は次のとおりとする。 

2020年度 

 

 

2021年度  

 

 

2022年度  

 

2023年度  

 

変更理由 

調理科の志願者数が増加しているため。 

また、看護科については現在1学年80名だが、教育効果や経営管理面を総合的に勘

案し、校外教育における実習指導は1学年60名が上限であると判断したため。また、

実際の志願者数も減少しているため。 

諮問事項 ③ 

課程 学科 収容定員 修業年限

普通科 240名 3年

調理科 120名 3年

医療福祉科 120名 3年

看護科 240名 3年

720名

課程 学科 収容定員 修業年限

全日制 看護専攻科 160名 2年

160名

全日制

合計

合計

課程 学科 収容定員 修業年限

普通科 240名 3年

調理科 180名 3年

医療福祉科 120名 3年

看護科 180名 3年

720名

課程 学科 収容定員 修業年限

全日制 看護専攻科 120名 2年

120名

全日制

合計

合計

課程 学科 収容定員

調理科 140名

看護科 220名

看護専攻科 160名

全日制
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【高等学校設置基準適合状況】 

項目 規定内容 城北高等学校 適否 

生徒数 

（第7条） 

同時に授業を受ける一学級の生徒数は、40人以下と

する。 

40人以下 適 

教諭数 

（第8条） 

副校長及び教頭の数は全日制の課程ごとに 1人以上

とし、主幹教諭、指導教諭及び教諭（教諭等）の数は

高等学校の収容定員を 40で除して得た数以上で、か

つ、教育上支障がないものとする。 

教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障が

ない場合は、助教諭又は講師をもって代えることがで

きる。 

 高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる

場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。 

教頭 

 2名 

主幹教諭、指導

教諭及び教諭の

数 

22名 ≧ 22

（収容定員

880名÷40） 

適 

養護教諭等 

（第9条） 

相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その

他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなけ

ればならない。 

養護教諭 

 1名 

適 

事務職員数 

（第11条） 

 課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務

職員を置かなければならない。 

事務職員 

 8名 

適 

一般的基準 

（第12条） 

校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛

生上適切なものでなければならない 

適切 適 

校舎面積 

（第13条） 

校舎面積は、次の表に定める面積以上とする。 

収容定員 面積（㎡） 

120人以下 1200 

121人以上480人以下 1200＋6×（収容定員－120） 

481人以上 3360＋4×（収容定員－480） 
 

13,833㎡ 

≧ 3,360＋ 4×

（880－480） 

適 

運動場の面積 

（第14条） 

運動場の面積は、8,400㎡以上とする。 26,355㎡ 

 

適 

校舎等 

（第15条第1項） 

 

 

 

（第15条第2項） 

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるもの

とする。 

一 教室（普通教室、特別教室等） 

二 図書室、保健室 

三 職員室 

必要に応じて、専門教育を施すための施設を備える

ものとする。 

有 

 

 

 

 

有 

適 

 

 

 

 

適 

その他の施設 

（第16条） 

体育館を備えるものとする。 有 適 
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平成26年度 27 28 29 30

定員 880 880 880 880 880

実員 655 706 740 748 715

項目 規定内容 城北高等学校 適否 

校具・教具 

（第17条） 

学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上

及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えな

ければならない。 

有 適 

設置基準 

適合状況 
 設置基準を満たしている。 

 

 

 

 

【参考】 

教職員 

組 織 

変更前（2018年度） 変更後（2020年度） 

校長         1名 

教頭        2名 

主幹教諭      2名 

教諭       20名 

助教諭       3名 

講師（専任）   26 名 

講師（兼任）   19名 

養護教諭      1名 

実習助手      6名 

事務職員       8名 

校長         1名 

教頭        2名 

主幹教諭      2名 

教諭       20名 

助教諭       3名 

講師（専任）   26 名 

講師（兼任）   20名 

養護教諭      1名 

実習助手      6名 

事務職員       8名 

資金計画 総定員の増はなく、既存の施設を利用するため追加経費なし。 

生徒定員 

と実員の 

推 移 

 

 

 

各年度5月1日現在 
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 諮問事項 ④  

勇志国際高等学校（広域の通信制課程）の学則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項及び同法施行令第２３条第１項第１０号に基づく認可） 

学校名 勇志国際高等学校 校長名 野田 将晴 

所在地 天草市御所浦町牧島1065番地3 設置認可日 平成22年（2010年）3月19日 

設置者名 学校法人青叡舎学院 理事長名 熊本 研一 

教育区域 47都道府県 課程、修業年限、収容定員 通信制課程（普通科）、３年以上、2,000人 

変更時期 平成31年（2019年）4月1日 

変更内容 

変更前 変更後 

第7条 本校の教育課程は、学習指導要領に定め

る基準に基づき、校長が編成する。 

 ＊別表2参照 

 ＊別表3参照（新教育課程平成25年度より適用） 

 ＊別表4参照（新教育課程平成29年度より適用） 

第9条 生徒は、本校において定められた時間数

の面接指導及び試験を受けなければならない。

２ 前項で定める面接指導及び試験を、協力校ま

たは協力校以外の施設で受けることができる。

３ 面接指導等実施施設を以下のとおり設置する。 

千葉学習センター 

千葉県松戸市新松戸４－４８ 大川ビル 

福岡学習センター 

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０番

１５号 第７岡部ビル７階 

 

 

 

 

 

 

 

＜別表２＞ 

教育課程表 

第７条 本校の教育課程は、学習指導要領に定め

る基準に基づき、別表２のとおり校長が編成す

る。 

 

 

第9条 生徒は、本校において定められた時間数

の面接指導及び試験を受けなければならない。

２ 前項で定める面接指導及び試験を、協力校ま

たは協力校以外の施設で受けることができる。

３ 面接指導等実施施設を以下のとおり設置する。 

千葉学習センター 

千葉県松戸市新松戸４－４８ 大川ビル 

福岡学習センター 

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０番

１５号 第７岡部ビル７階 

 熊本学習センター 

  熊本県熊本市中央区九品寺二丁目１番２４号

熊本九品寺ビル１階、７階 

附 則 

７ この学則は、平成 31年 4月 1日から施行

する。なお、平成 30年度以前の入学者につい

ては従前の教育課程を適用する。 

＜別表２＞ 

教育課程表 

科目 区分 単位数
面接指導
必要時間数

添削指導
必要回数

必修 1 2 1

必修 1 2 1

必修 1 2 1

教科

総合的な学習の時間Ⅰ

総合的な学習の時間Ⅱ

総合的な学習の時間Ⅲ

科目 区分 単位数
面接指導
必要時間数

添削指導
必要回数

必修 1 2 1

必修 1 2 1

必修 1 2 1

教科

総合的な探究の時間Ⅰ

総合的な探究の時間Ⅱ

総合的な探究の時間Ⅲ
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変更理由 

１ 教育課程の変更 

高等学校学習指導要領の改訂に伴い、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」

に変更されたため。 

 

２ 面接指導等実施施設の追加 

これまで勇志国際高校では、学習指導要領に基づき、多様なメディアを利用して学習を

行うことにより、面接指導等時間数の10分の8までの時間数を面接指導等の時間から免除

してきた。 

しかし、平成30年3月に「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン」

が改訂され、生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合以外は、10分の6を超えて免除

することができないとされたことから、これまでの取扱いを見直し、ガイドラインに適合

した運用を行うため、面接指導等時間数を増やすこととした。 

当初、本校（天草市御所浦町）における面接指導等時間数の増加が検討されたが、生徒

の経済的・精神的負担の増加が見込まれること、４泊５日を超える長期間、生徒を受け入

れることができる宿泊施設がないことなどから断念し、新たに熊本学習センターを面接指

導等実施施設とし、当該施設での登校型面接指導と本校での集中型面接指導を組み合わせ

て実施することで、面接指導等実施時間の増加を図ることとした。 
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高等学校学習指導要領（一部抜粋） 

第７款 通信制の課程における教育課程の特例 

４ 学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に

行われるラジオ放送、テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り

入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、報告課題の作成等により、その成

果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の面接指

導の時間数又は特別活動の時間数のうち、各メディアごとにそれぞれ１０分の６以内

の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は、合わせて１０分の８

を超えることができない。 

 

 

高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン（一部抜粋） 

(4)多様なメディアを利用して行う学習及び当該学習による面接指導等時間数の減免 

① ラジオ放送、テレビ放送その他多様なメディアを利用した学習を取り入れた指導及び

その評価は、各教科の教員免許状を取得している実施校の教員が行うこと 

② 多様なメディアを利用して行う学習は、計画的、継続的に取り入れるべきものであり、

高等学校教育の目標に基づき、高等学校教育としての水準の確保に十分配慮すること 

③ 多様なメディアを利用して行う学習を計画的、継続的に取り入れ、各教科・科目の面

接指導の時間数又は特別活動の時間数（以下「面接指導等時間数という。」）の一部免

除を行うことができるのは、報告課題の作成等により、その成果が満足できると認め

られる場合であること 

④ ①から③までの場合において、面接指導等時間数のうち、10分の6以内の時間数を

免除することができること。また、生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合は、

面接指導等時間数のうち、複数のメディアを利用することにより、メディアごとにそ

れぞれ10分の6以内の時間数を免除することができること。ただし、免除する時間数

は合わせて10分の8を超えることができないこと。生徒の実態等を考慮して特に必要

がある場合とは、例えば、「病気や事故のため、入院又は自宅療養を必要とする場合」、

「いじめ、人間関係など心因的な事情により登校が困難である場合」、「仕事に従事し

ていたり、海外での生活時間が長かったりして、時間の調整がつかない場合」や、「実

施校自らが生徒の実態等を踏まえ、複数のメディア教材を作成する等により教育効果

が確保される場合」等が想定されること 
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勇志国際高校熊本学習センターの概要 

所 在 地 熊本県熊本市中央区九品寺二丁目1番24号 

熊本九品寺ビル1階、7階 

施 設 面 積 ・ 教 室 数 専用面積424.6㎡・5教室（内訳：1階2教室、7階3教室） 

定 員 120名（教室①35名、②25名、③20名、④20名、⑤20名） 

施 設 所 有 形 態 所有者である株式会社ベストアメニティホールディングスと学校

法人青叡舎学院が賃貸借契約を締結している。賃貸借期間は 3年間

で、更新拒絶の意思表示がない場合、自動更新される。 

 

 

 

広域通信制高等学校の面接指導等実施施設に係る学則認可に関する審査基準適合状況 

内容 熊本学習センター 適否 

１ 

面
接
指
導
等
実
施
施
設
の
管
理 

(1)生徒の修学上特に必要と認められる場合

で、教育上及び安全上支障がないこと 

面接指導等実施時間確保のため必

要と認められる。 

安全面については、消防用設備点検

結果報告書を熊本市中央消防署に提

出済であり、一部改善箇所について

は、3月末までに改善される予定。 

適 

(2)原則として学則に定める通信教育を行う

区域内に所在するものであること 

教育区域（47都道府県）内に所在し

ている。 

適 

(3)高等学校の教育を行う上で不適切な環境

に位置していないこと 

熊本市中央区九品寺の電車通り沿

いに立地、近隣にはスーパー、学校等

があり、教育を行う上で不適切な環境

とは認められない。 

適 

(4)実施校の設置者自らが設置する施設でな

い場合、当該施設の利用について当該施設

の設置者と文書による取り決めを行ってい

ること 

面接指導等実施施設としての利用

を目的とする賃貸借契約締結済。 

適 

(5)法令等に基づき、面接指導又は試験を実施

すること以外を主たる目的とする施設であ

る場合、面接指導又は試験の実施が当該目

的の実現のために支障がないこと 

面接指導又は試験を実施すること

以外を主たる目的とする施設ではな

い。 

適 
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内容 熊本学習センター 適否 

２ 

施
設
及
び
設
備 

 
 
 

(1)面接指導等実施施設において実施する面

接指導等の教科・科目の実施にあたり必要

な施設及び設備を有していること 

必要な施設及び設備を有している。 適 

(2)面接指導等実施施設において同時に面接

指導等を実施する定員を定めるとともに、

当該定員に対して面接指導等を適切に実施

する上で必要な施設及び設備を有している

こと 

定員120名に対し5教室確保されて

おり、面接指導等を適切に実施する上

で必要な施設及び設備を有している。 

適 

(3)施設や設備が負担付又は借用である場合

は、実施校の設置者が安定的に使用できる

契約等が締結されていること 

施設については、3年間の賃貸借契

約を締結済み。 

 机、いす、パソコン等の設備につい

ては自己所有。 

適 

３ 

指
導
体
制 

面接指導等を実施するにあたって、実施教

科・科目及び定員に応じて必要な教員の配置

がなされていること 

 実施教科・科目に応じた 12名の担

当教員が面接指導等を行うこととし

ており、必要な教員の配置がなされて

いる。 

適 

４ 

そ
の
他 

面接指導等実施施設が高等学校であるとの

誤解を招くような名称その他不適切な名称で

ないこと 

 名称は「熊本学習センター」であり、

不適切な名称ではない。 

適 
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 諮問事項  ⑤  

くまもと清陵高等学校（広域の通信制課程）の学則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項及び同法施行令第２３条第１項第１０号に基づく認可） 

 

学校名 くまもと清陵高等学校 校長名 組脇 泰光 

所在地 
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字小野 

5番 300 
設置認可日 

平成 29年（2017年） 

3月 24日 

設置者名 学校法人熊ゼミ学園 理事長名 組脇 泰光 

教育区域 47都道府県 
課 程 

修業年限、収容定員 

通信制課程（普通科） 

3年以上、900人 

変更時期 平成 31年（2019年）4月 1日 

変更内容 

変更前 変更後 

第７条 本校の教育課程は、別添の通

りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

教育課程表 

 

第７条 本校の教育課程は、別添の通り

とする。 

 

附 則 

この学則は、平成 31年 4月 1日から

施行する。なお、平成 30年度以前の入

学者については従前の教育課程を適用

する。 

 

教育課程表 

 

変更理由 

教育課程の変更 

高等学校学習指導要領の改訂に伴い、「総合的な学習の時間」が「総合的

な探究の時間」に変更されたため。 

 

科目
標準
単位数

1年次 2年次 3年次

3～6 1 1 1総合的な学習の時間

教科 科目
標準
単位数

1年次 2年次 3年次

3～6 1 1 1

教科

総合的な探究の時間
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崇城大学専門学校の廃止認可について 
 

（学校教育法第130条第１項に基づく認可） 

 

学 校 名 崇城大学専門学校 校 長 名 佐野 次郎 

所 在 地 熊本市中央区花畑町１０番２５ 設置認可日 
平成2年（1990年） 

3月15日 

設 置 者 名 学校法人 君が淵学園 理 事 長 名 中山 峰男 

学校廃止の

時 期 
平成31年（2019年）3月31日 

廃 止 理 由 

 少子化の影響により、平成24年度（2012年度）以降、在籍者数が減少傾向

にあり、今後の改善の見通しが立たないことから運営継続は困難となって

きたため廃止するもの。 

生 徒 

の 処 置 

 

現在在籍している生徒全員が平成31年（2019年）3月をもって卒業予定。 

 

教 職 員 

の 処 置 

専任教員は 4名であり、そのうち 1名は定年退職となる。残り 3名は崇城

大学に配置転換する。専任職員1名についても崇城大学に配置転換する。 

指導要録等

の 引 継 
崇城大学事務局教務課及び学生厚生課へ引き継ぐ。 

施設及び設

備の処置方

法 

校舎は解体し、校地は貸出を行う予定である。 

設備は、崇城大学が引き継ぐ。 

 

 

【参考】生徒定員と実員の推移（各年度５月１日現在） 

                （人） 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

定員 100 100 100 100 100 100 100 100 

実員 95 75 69 74 66 53 35 15 

                               

諮問事項⑥ 
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 事前協議事項 ① 

王栄幼稚園の収容定員増に係る事業計画について 

（学校教育法第４条第１項の規定に基づく認可） 

 

１ 変更内容等 

時 期 2020年 4月 1日 

内 容 
（旧） 定員 170人  8学級 

（新） 定員 200人  8学級   定員 30人増員 

理 由 入園希望者が多く、定員超過の状態が続いているため。 

 

２ 施設概要 

【変更無し】 

園 地 

総面積 1,826.96㎡ 

 

※設置基準面積(運動場) 800㎡ 

園 舎 

総面積  980.83㎡ 

 

※設置基準面積 920㎡ 

 

３ 教職員編成 

【変更後（予定）】 

園  長 ：  1人 

教  頭 ：  1人 

教  諭 ：  12人 

職員その他：  2人 

合  計 ：  16人 

【変更前】 

園  長 ：  1人 

教  諭 ：  11人 

職員その他：  2人 

合  計 ：  14人 

 

※本務者のみ計上。※各学級に教諭を 1人置かなければならない。（幼稚園設置基準第 5条）

４ 学級編成 

※１学級の園児数は 35人以下。（幼稚園設置基準第 3条） 

名 称 王栄幼稚園 園長名 森 眞樹子 

位 置 熊本市中央区九品寺２丁目２番４４号 

設置者 学校法人熊本王栄学園 理事長名 富山 信 

 【変更後（定員変更認可後）】   【変更前（平成 30年 5月 1日現在）】 

 学級 定員  学級 定員 実員  

 満 3歳児 2 －  満 3歳児 2 － 1 人  

 3歳児 2 －  3歳児 2 － 57 人  

 4歳児 2 －  4歳児 2 － 61 人  

 5歳児 2 －  5歳児 2 － 54 人  

 計 8 200 人   計 8 200 人 173 人  

内訳：園舎敷地    662.66㎡ 
運動場    1,110.23㎡ 
その他      54.07㎡ 

 
内訳：保育室     516.10㎡ 
   遊戯室     128.87㎡ 
   職員室      45.29㎡ 
   便所       68.21㎡ 
   その他     222.36㎡ 
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５ 園児数の推移 

 

６ 対象児数の状況 

【熊本市中央Ｂ圏域の状況】 
単位：人 

①  域内の年齢別就園児数 
（王栄幼稚園含む） 

※平成 30年（2018年）4月 1日現在 

（私学助成園のみ 5月 1日現在） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

128 310 378 810 846 816 3,288 

②  域内の支給認定区分別 
就園児数 

（王栄幼稚園含む） 

※平成 30年（2018年）4月 1日現在 

（私学助成園のみ 5月 1日現在）  

1号 2号 3号 合計 

1,448 1,028 812 3,288 

③域内の年齢別人口  

※平成 30年（2018年）4月 1日現在 

 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

846 827 815 886 868 893 5,135 

  

７ 隣接幼稚園の状況（平成 30年（2018年）5月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

定員(人) 170 170 170 170 170 170 

実員(人) 

※1月始業日現在 
198 197 198 191 195 187 

実員(人) 

※3月 31日現在 
201 200 203 198 201 － 

幼稚園名 
白山幼稚園 

（施設型給付園） 

熊本学園大学付属敬愛幼稚園

（私学助成園） 

九州学院みどり幼稚園 

（幼保連携型認定こども園） 

定員(人) 

※１号認定 
200 140 40 

実員(人) 136 143 35 

ﾊﾞｽ有無 有 無 有 
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熊本市中央Ｂ圏域の範囲

出典：©2018 MapExpert
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王栄幼稚園
＜審議対象園＞

熊本学園大学付属
敬愛幼稚園

九州学院
みどり幼稚園

白山幼稚園

近隣園の位置図

出典：©2018 MapExpert

1km

事
前
協
議
事
項
①

1
7


